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　3次吉富町行政改革実施計画（平成16年度から平成18年度
　までの3箇年計画）」を公表します…………………7～16

主な内容

　JR吉富駅を始発、終着にして町内を巡回する「吉富町
巡回バス」の出発式が、４月１日に行われ巡回バスがス
タートしました。
　巡回バスは町内30箇所に停留所を設け、１日６便、土
日祝祭日に関係なく、どこからどこまで乗っても１人
１００円で運行しています。
　みなさん巡回バスをご利用ください。

▲巡回バス出発式のテープカット！

吉富町巡回バスがスタート!!吉富町巡回バスがスタート!!吉富町巡回バスがスタート!!
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六
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一
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務
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係
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務
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光
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経
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五
月
三
十
一
日
（月）
は
、
自
動
車
税

の
納
期
限
で
す
。
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動
車
税
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ど
の
県
税
は
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教
育
、

福
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の
充
実
、
産
業
の
振
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、
道
路

の
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備
な
ど
の
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と
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。

　
車
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融
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分
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国
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第
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の
納

期
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。
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内
に
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め
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。
納
期
限
を
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る
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、
延
滞
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も
生
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ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
町
税
は
口
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振
替
で
納
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る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
め
に
行
く

手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
の
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も
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。
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員
人
事
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動
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富
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異
動
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五
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自
動
車
税
の
納
期
限
で
す

五
月
は
固
定
資
産
税
・
国
民

健
康
保
険
税
の
納
期
で
す

　現在、介護保険で住宅を改修した時、かかった費用の請求方法

は、改修工事が終わった後に必要な書類を添えて支払いの申請を

しています。このため、工事の内容が介護保険の対象外で支払い

ができなかったり、判断の難しいものは支払いに時間がかかった

りします。

　こうしたトラブルが起きないように、７月１日から住宅改修費

の承認申請を改修工事の前に届け出てもらい、承認を受けた後に

改修工事を始めるように変更します。

　介護保険を使って住宅改修を予定している人は、介護支援専門

員（ケアマネージャー）や下記のところへ問い合わせてください。

問い合わせ先

　吉富町役場　健康福祉課介護保険係　　0979‐24‐1123

　福岡県介護保険広域連合　　　　　　　092‐643‐7055

　福岡県介護保険広域連合豊築支部　　　0979‐84‐1111

介護保険からのお知らせ介護保険からのお知らせ
７月１日から介護保険で住宅改修をする場合、
申請手続きの方法が変わります。

「統計でみる京築のすがた」が発刊されました
　福岡県統計協会京築支部では、京築地区の市町村の様々なデ
ータを一つの冊子にまとめた「統計でみる京築のすがた」を発刊
しました。「人口」「世帯」「教育」「安全」「医療」など12のジャンル
にわたる各市町村のデータを一目で比較できるようわかりやす
く表にまとめています。
　冊子については役場総務課・フォーユー会館の窓口や、図書室
に置いておりますので、是非ご活用ください。

《お問い合わせ》 　吉富町役場　総務課　　２４－１１２２
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公的個人認証サービス公的個人認証サービス公的個人認証サービス
公的個人認証サービスについて
　平成14年12月13日に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」（「公的個人認証法」）が

公布されました。この法律は、平成16年１月29日に施行され、公的個人認証サービスが始まりました。

　公的個人認証サービスの電子証明書は行政機関への電子申請・届出に利用できます。

公的個人認証サービスとは？
■行政手続のオンライン化の進展に伴い、個人がインターネットを利用して、行政機関に対して電子申請・

　届出等を行う機会がますます増大していきます。こうした電子申請・届出等については、

　１．申請者が本人であること

　２．申請内容がオンラインの途中で改ざんされていないこと

　を保証するサービスが不可欠となります。

■公的個人認証法に基づき実施される公的個人認証サービスは、このような課題に対応するため生み出され

　たものです。

　この制度は、

　１．知事は、サービスの利用を希望する人に「電子証明書」を発行

　２．発行を受けた人は、電子申請の際にその証明書を添付

　３．電子申請を受理した行政機関は、添付された証明書の有効性を知事に確認

　という仕組みになっており、電子申請の際に申請者が本人であることや申請内容の改ざんの有無が確認で

　きます。

公的個人認証サービスはどうすれば受けられるの？
■公的個人認証サービスを受けるためには、まず、住民基本台帳に記録のある市町村役場の窓口でＩＣカー

ド（住民基本台帳カード）を入手して下さい。住民基本台帳カードは１枚500円で交付されます。（市町村

によって金額は異なります。）

■ＩＣカードをお持ちの場合は市町村役場の窓口で電子証明書の発行申請を行っていただきます。申請手数

料は500円で、有効期限は３年間です。

■電子証明書の提供を受けた方は、ご自宅のパソコンからインターネットを使って行政機関等に対して申請

をすることができます。

　この際、行政機関への申請書等とともにＩＣカードを使っ

て電子署名と電子証明書を送るため、ＩＣカード読み取り

装置が必要になります。

　問合せ先　吉富町役場　住民課　　２４－１１２４

　６月１日現在で、事業所・企業統計調査、商業統計調査及びサービス業基本
調査が１枚の調査票で同時実施されます。調査の対象は全国すべての民営の事
業所です。
　この調査は、統計法に基づいて実施される国の重要な調査です。提出された
調査票を、統計上の目的以外に使用することは一切ありません。皆様のご協力
をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《お問い合わせ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役場総務課　　２４－１１２２

統計調査にご協力ください

▲カード見本
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※
　
吉
富
町
法
定
外
公
共
物
管
理
条
例

　
法
廷
外
公
共
物
（
里
道
・
水
路
）

が
、
国
か
ら
譲
与
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
管
理
に
関
し
て
、
新
し
く
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

※
　
吉
富
町
情
報
公
開
条
例
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
条
例

　
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
に
よ
る
公
文
書
の
交

換
が
四
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す

の
で
、
情
報
公
開
条
例
の
公
文
書
の

定
義
に
、
こ
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る

も
の
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

※
　
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

　
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

　
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
関
係
法
令
の
改
正
に
伴
い
ま
す
条

例
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

※
　
吉
富
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正

　
　
す
る
条
例

　
固
定
資
産
税
の
価
格
修
正
を
行
っ

て
お
り
、
評
価
額
の
変
更
、
課
税
作

業
等
の
業
務
が
申
告
事
務
と
重
な
り

課
税
作
業
が
行
え
な
い
の
で
、
法
に

基
づ
く
と
こ
ろ
に
よ
る
納
期
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

※
　
吉
富
町
財
政
調
整
基
金
条
例
の

　
　
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
現
行
の
条
例
は
年
度
末
の
剰
余
金

の
み
を
積
み
立
て
る
と
の
規
定
で
あ

り
ま
す
が
、
年
度
途
中
に
お
い
て
の

積
み
立
て
を
可
能
に
す
る
た
め
の
改

正
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

※
　
吉
富
町
下
水
道
事
業
受
益
者
負

　
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例

　
地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
う
条
例
の
一
部
改
正
で
あ

り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

　
平
成
十
五
年
度
の
各
会
計
の
補
正

予
算
並
び
に
補
正
後
の
予
算
総
額
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

３月定例議会報告３月定例議会報告３月定例議会報告
総額　44億401万2千円

平成16年度予算決まる

（企業会計除く）

第
一
回
定
例
会
は
、
三
月
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
十
五
日

間
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
長
か
ら
、
条
例
の
制
定
な
ど
十
九
議
案
の
提
出
が
あ

り
、
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

一般会計　　 　24億8,100万円

国保特別会計　　7億   350万9千円

老保特別会計　　8億1,963万2千円

奨学金特別会計  　　2,447万円

災害復旧特別資金貸付事業特別会計
　　　　　　　　　　  143万9千円

公共下水道特別会計　　3億7,396万2千円

企業会計（水道事業）

　収益的収入及び支出　1億5,194万1千円

　資本的収入及び支出

　　　　　　　　収入　  　2,287万円

　　　　　　　　支出　　  5,949万9千円

新
た
に
制
定
さ
れ
た
条
例

一
部
改
正
し
た
条

例

十
五
年
度
の
補
正
予
算

十
六
年
度
の
当
初
予
算

一般会計

国保特別会計

老保特別会計

奨学金特別会計

公共下水道特別会計

水道事業会計

歳入歳出それぞれ

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出 支出

追加（△＝減額）

△385万円

1億9,041万円

2,863万3千円

△469万1千円

73万円

△133万6千円

△547万4千円

予算総額は

7億1,625万7千円

26億3,651万5千円

8億5,660万4千円

1,781万1千円

3億7,985万6千円

1億4,902万8千円

4,479万8千円
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※
　
各
会
計
毎
の
予
算
額
は
、
表

　
　
題
に
掲
示
の
と
お
り
で
す
。

　
す
べ
て
の
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
決
）

※
　
築
城
養
護
学
校
に
高
等
部
設
置

　
　
を
求
め
る
請
願
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
採
択
）

　
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
給
与
費

の
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
堅
持

を
求
め
る
意
見
書

　
可
決
し
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部

科
学
大
臣
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣

に
送
付
し
ま
し
た
。

　
本
定
例
会
で
、
次
の
一
般
質
問
が

行
わ
れ
ま
し
た

◆
　
公
共
下
水
道
地
域
外
に
お
け
る

　
合
併
処
理
浄
化
槽
の
支
援
強
化
に

　
つ
い
て

◆
　
全
町
内
に
お
け
る
街
路
灯
の
新

　
設
及
び
点
検
に
つ
い
て

◆
　
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
健
康
増

　
進
対
策
に
つ
い
て

　
①
音
楽
療
法
へ
の
理
解
、
普
及
を

　
　
図
る
た
め
の
講
演
会
や
研
究
会

　
　
の
実
施
の
検
討
を
進
め
る
こ
と

　
　
に
つ
い
て

◆
　
安
全
、
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
に

　
つ
い
て

　
①
消
防
団
の
充
実
に
つ
い
て

◆
　
築
上
東
部
三
ヶ
町
村
の
合
併
に

　
つ
い
て

　
①
平
成
十
七
年
三
月
の
市
町
村
の

　
　
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の

　
　
期
限
ま
で
に
三
町
村
で
の
合
併

　
　
を
成
就
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
の

　
　
諸
問
題
の
解
決
に
つ
い
て

　
②
三
町
村
合
併
後
の
合
併
特
例
債

　
　
の
使
途
に
つ
い
て
と
旧
町
村
を

　
　
単
位
と
す
る
地
域
自
治
組
織
の

　
　
設
置
に
つ
い
て

　
③
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
の
福
祉

　
　
や
教
育
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
住

　
　
民
に
よ
る
住
民
自
治
の
住
民
の

　
　
意
識
の
高
め
方
に
つ
い
て

◆
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
（
全

　
て
の
人
に
優
し
い
）
の
考
え
方
を

　
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
す
取
り
組
み

　
の
現
況
と
今
後
に
つ
い
て

◆
　
税
及
び
延
滞
金
の
減
免
の
実
態

　
と
減
免
制
度
の
周
知
に
つ
い
て

◆
　
ア
サ
リ
及
び
ノ
リ
の
不
作
の
原

　
因
と
対
策
に
つ
い
て

　
①
原
因
を
ど
う
考
え
る
か

　
②
吉
富
海
岸
の
干
潟
再
生
に
向
け

　
　
て
の
対
策
に
つ
い
て

　
③
関
係
漁
業
従
事
者
へ
の
支
援
に

　
　
つ
い
て

◆
築
上
東
部
三
ヶ
町
村
合
併
問
題
に

　
つ
い
て

　
①
法
定
合
併
協
議
会
で
の
協
議
の

　
　
経
過
に
つ
い
て

　
②
法
定
合
併
協
議
会
で
の
協
議
の

　
　
経
過
の
住
民
に
対
す
る
周
知
に

　
　
つ
い
て

　
③
住
民
投
票
の
必
要
性
に
つ
い
て

　
次
の
定
例
議
会
の
開
催
は
、
六
月

に
な
り
ま
す
。
請
願
・
陳
情
が
あ
れ

ば
、
五
月
末
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
会
事
務
局

《
請
　
　
願
》

《
意
見

書
》

《
一
般
質
問
》

《
次
回
予
告
》

　創業を考えている方や創業間もない

方を対象に、創業の心構えから事業計

画の立て方、更には、受講生自らビジネ

スプランを作成していただき、事業化

実現を支援します。

●期　　間

　６月５日（土）・６日（日）・12日（土）・

13日（日）・19日（土）全５日間（30時間

　９時30分～16時30分）

●会　　場

　福岡県中小企業振興センター（福岡

市博多区吉塚本町９の15JR吉塚駅東

口すぐ）

●定　　員

　40名（申込み多数の場合は選考）

●受 講 料　3,000円

●申込締切　５月24日（月）

●申込み・問い合わせ先

　福岡県商工会連合会

　TEL 092-622-7708

　FAX 092-622-7798

　E-mail:

　　yosihara@joho-fukuoka.or.jp

「創業塾」の参加者を募集します。

　福岡県では、開発行為が抑制されている市街化調整区域

（政令市及び久留米市の区域を除く。）の指定区域内で行う

開発行為等を限定的に認める条例を定め４月１日から施

行しています。また、既存宅地制度は平成13年に廃止され

ておりますが、制度の廃止前に建築許可を必要としない旨

の知事の確認を受けた土地において自己用の建築物を建

築する場合は平成18年５月17日までに建築に着手する必

要があります。なお、知事の確認を受けてない場合や確認

を受けたものであっても自己用以外の建築物を建築する

場合は同日までに県に建築許可申請を行えば許可を受け

た者及び用途（第一種低層住居専用地域の適合建築物）で

あれば建築できます。詳細は県のホームページ、県建築都

市部都市計画課（　０９２－６４３－３７１５）にお問い

合わせ下さい。

市街化調整区域に土地を所有している方へ
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今
回
は
、
公
共
下
水
道
が
使
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
関
す
る

お
知
ら
せ
で
す
。

Ｑ
．
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

　
な
っ
た
地
域
は
ど
こ
？

Ａ
．
と
り
あ
え
ず
は
、

　
　
大
字
小
祝
の
一
部

　
　
大
字
小
犬
丸
の
一
部

　
　
大
字
広
津
の
一
部

　
で
、
こ
れ
ま
で
の
下
水
道
工
事
の

　
際
に
民
地
内
に
「
公
共
ま
す
」
が

　
設
置
さ
れ
て
い
る
家
屋
は
、
今
回

　
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

Ｑ
．
公
共
下
水
道
を
利
用
す
る
に
は

　
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

Ａ
．
設
置
さ
れ
て
い
る
「
公
共
ま
す
」

　
に
各
家
庭
の
排
水
を
接
続
す
る
工

　
事
や
ト
イ
レ
を
水
洗
式
に
改
造
す

　
る
工
事
を
町
指
定
工
事
店
に
登
録

　
さ
れ
た
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ

　
い
。
そ
の
工
事
代
金
は
全
額
個
人

　
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
町
で
は
水

　
洗
化
の
促
進
を
目
的
に
助
成
制
度

　
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の
金
額

　
は
、
公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る

　
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
実
際
の

　
接
続
ま
で
の
期
間
に
よ
っ
て
、
異

　
な
っ
て
い
ま
す
。

城
留
菊
印
線
道
路
改
良
工
事

　
三
百
四
十
二
万
千
八
百
四
十
五
円

　
　
　
　
　
（有）
麻
野
鉄
工
建
設
興
業

　
　
ま
た
別
に
水
洗
便
所
等
改
造
資

　
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
も
あ
り

　
ま
す
の
で
詳
し
く
は
上
下
水
道
課

　
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
公
共
下
水
道
受
益
者
負
担
金
は

　
い
つ
支
払
う
の
？

Ａ
．
民
地
内
に
「
公
共
ま
す
」
が
、

　
設
置
さ
れ
て
さ
ら
に
供
用
開
始
の

　
告
示
区
域
と
な
っ
た
時
点
で
お
支

　
払
い
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の

　
金
額
は
、
一
般
住
宅
の
場
合
で
は

　
一
戸
当
た
り
十
四
万
三
千
円
、
納

　
付
は
年
三
期
の
五
年
分
割
で
す
が

　
一
括
納
付
し
て
い
た
だ
い
た
場
合

　
は
、
報
奨
金
の
交
付
が
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
特
別
な
事
情
に
よ
り
納
付

　
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

　
合
は
徴
収
猶
予
や
減
免
の
制
度
も

　
あ
り
ま
す
。

一
部
地
域
で
公
共
下
水
道
が

供
用
開
始
し
て
お
り
ま
す

民地内に設置された「公共ます」
の鉄蓋部分を上から見た図

φ270

工
事
入
札
結
果

水難事故に水難事故に

さ
わ
や
か
な
く
ら
し
を
あ
な
た
に

下
水
道
だ
よ
り

下
水
道
だ
よ
り

下水道排水設備指定工事店追加指定のお知らせ

　「吉富町下水道排水設備指定工事店」の追加指定がありまし
たのでお知らせします。

指 定 店 の 名 称 営業所の所在地・電話番号 指定年月日

扇城温水器販売
(有)

豊前市大字三毛門873－1
　0979‐82‐4988

H16.4.16

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護

制
度
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

　
平
成
15
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
状
況
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

　
○
吉
富
町
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
公
文
書
の
開
示

　
　
請
求
の
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
件

　
○
吉
富
町
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
、
自
己
に

　
　
関
す
る
公
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数
　
　
　
０
件

水難事故に

注　意注　意注　意

　水ぬるむ季節となり、子供たちが、水辺で遊ぶことが

多くなります。

　近ごろ、川やため池で魚釣りをしている子供たちをよ

く見かけますが、釣りに夢中になり足をすべらせて水難

事故になることがありますので、注意してください。

　特に農業用のため池では、魚釣りや水遊びを絶対にし

ないようご指導願います。

　　役場建設課・産業経済課
!!!!!!
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　町行政の事務・事業、組織・機構などを見直す指針として、
平成13年3月に策定した第2次
吉富町行政改革実施計画の進捗状況について、平成14年度
に引き続き、平成15年度の進捗状況を公表します。
　また、第2次実施計画は,平成15年度をもって3箇年間の計
画期間が終了するため、新たに平成16年度から平成18年度
までの3箇年間の具体的取組の指針を定めた第3次吉富町行
政改革実施計画を策定しましたので、ここに公表します。

第２次吉富町行政改革実施計画の進捗状況と新実施計画
「第３次吉富町行政改革実施計画（平成16年度から平成
18年度までの３箇年計画）」を公表します。

第２次吉富町行政改革実施計画の進捗状況と新実施計画
「第３次吉富町行政改革実施計画（平成16年度から平成
18年度までの３箇年計画）」を公表します。

第２次吉富町行政改革実施計画の進捗状況と新実施計画
「第３次吉富町行政改革実施計画（平成16年度から平成
18年度までの３箇年計画）」を公表します。

　町行政の事務・事業、組織・機構などを見直す指針として、
平成13年3月に策定した第2次
吉富町行政改革実施計画の進捗状況について、平成14年度
に引き続き、平成15年度の進捗状況を公表します。
　また、第2次実施計画は,平成15年度をもって3箇年間の計
画期間が終了するため、新たに平成16年度から平成18年度
までの3箇年間の具体的取組の指針を定めた第3次吉富町行
政改革実施計画を策定しましたので、ここに公表します。

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1新

2新

3継
続

4新

パソコンを利用
した申告システ
ムの導入

　事務処理の効率化とスピードア
ップを図るため、パソコンを利用
した住民税等申告システムを導入
する。

実施 税務課 完了 　平成13年12月住民税申告支援システム機器等を導入し、平成13年分
の住民税申告相談から実施している。

納税組合の廃止 　納税額のプライバシー等で減少し
た納税組合は、全町的にみて納税組合
としての機能が十分発揮されておら
ず、今後も組織の拡大は望めない状況
にあるので、廃止する。

事
前
準
備

実施 税務課 完了 平成14年度から廃止した。

町税口座振替の
推進の継続

　納税組合の廃止に伴い、口座振
替を引き続き推進する。

32㌫ 38㌫ 42㌫ 税務課

54㌫ 62㌫ 69㌫ 健康福祉課

実施 ◎平成16年3月末現在
　　一般税　33.30％
　　　　（住民税33.14％、固定資産税43.19％、軽自動車税23.57％）
　　国保税　46.74％
　　　　（680世帯／1,455世帯）
　昨年同様、各種文書で口座振替をPRするなど、引き続き口座振替の推
進に努めている。
・督促状の目隠しシール表面に口座振替をPR
・納期を防災行政無線で周知する際、口座振替をPR
・口座振替促進の文書を納期ごとに広報よしとみに掲載
・口座振替をPRした税務証明用窓口封筒を使用
・納税通知書に口座振替を勧める文書を同封
・催告書に口座振替の案内文書を同封
・臨戸徴収の際に口座振替を勧める。
・国保転入等の新規加入者に口座振替を勧める。（目標6割）

住宅料口座振替
の推進

　幸子団地は、既に吉富郵便局の
口座振替を行っているが、他の町
営住宅についても口座振替を推
進する。

検討 50㌫ 60㌫ 健康福祉課 実施 ◎平成16年3月末現在　52.87％（174戸中92戸）
・平成15年4月納付書発送時に未口座振者に同封し推進した。
・新規入居者には、口座振替を勧めている。
・滞納者に対しては、個別に推進している。

13年度 14年度 15年度

第 ２ 次吉富町行政改革実施計画進捗状況 

１　事務事業の見直し関係 （１）事務事業の整理合理化
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番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
押印廃止の再見
直し

　廃止可能な申請書の押印につ
いては、全庁的に再見直しする。

実施 全課 実施 　第１次実施計画において、可能な限り廃止した。住民サービスの観点
から随時、見直しを行っているが、本年度新たに廃止したものはない。

13年度 14年度 15年度

5継
続
幼稚園と保育園
の連携強化の継
続

　就学前教育の充実を図るため、
引き続き幼稚園・保育園職員の合
同研修を実施し、幼保の連携の在
り方を研究する。
　また、公立・私立保育園について
も職員合同研修等の交流を図る。
　さらに幼稚園児・保育園児の交
流（体験入園等）、保護者間の交流（講
演会等）、子育て支援活動を推進す
る。

実施 実施 実施 健康福祉課
教務課

実施 　平成16年２月19日に公立幼稚園・保育園の職員全員による合同研修
会を実施した。今後も研修会等を通じて相互の連携・協力を強化し、多
様な教育・保育活動を推進する。
　公立・私立保育園の職員合同研修については、平成15年９月17日に運
動会の打ち合わせを兼ねて担当者レベルでの会議を行い交流を図った。
　幼稚園児・保育園児の交流は、平成15年６月17日に保育園において観
劇会を実施した。　保護者間の交流については、子育て支援のあり方を
学び、家庭教育力・養育力の向上を図るため、平成16年２月26日に両園
の保護者合同参加の講演会を実施した。

6新 幼稚園保育料の
見直し

　近隣の公立幼稚園の保育料を勘
案し改定する。

検討 実施 教務課 完了 　平成13年９月に条例を改正し、平成14年４月から月額4,500円を
5,000円に改めている。

１　事務事業の見直し関係 （２）規制緩和の推進

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
実績報告書提出
の義務化の継続

　補助金及び助成金については、
公益性・効果・実績を吟味し、目的
を達成したもの、効果の低いもの
などは廃止や削減を行うため、補
助事業者等から事業成果、経費支
出等の実績報告の提出を引き続き
義務付ける。

実施 実施 実施 全課 実施 　補助金及び助成金は、補助事業者等から事業の成果、経費の収支等の
実績報告書の提出を義務付け、この報告書を吟味することにより、予算
執行の適正化を図っている。

2継
続
サンセット方式
の導入の推進

　創設される補助金については、
サンセット方式の導入に努める。

実施 実施 実施 全課 実施 　平成15年度は補助金自体を新たに創設しなかった。なお、14年度に創
設した古紙安定回収事業補助金は、古紙の取引価格が依然として低迷
しているので15年度においても補助を継続した。

13年度 14年度 15年度

１　事務事業の見直し関係 （３）補助金の整理合理化

注）　サンセット方式　・・・・　補助金が長期にわたることで惰性化、既得権化しないように終期を設けること。

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
総合調整会議の
開催の継続

　予算編成期に各課横断的な事業
について、定期総合調整会議を開
催する。また、各課からの依頼に応
じて随時開催する。

実施 実施 実施 企画財政課 実施 ◎平成15年度開催回数　３回
・体育館修繕等について
・各種特目基金の現状及び今後の取り扱いについて
・総合行政ネットワーク文書の取扱いについて

2継
続
土地利用計画の
検討

　関係課で庁内プロジェクトチー
ムを設置し、総合的な土地利用計
画について検討する。

実施 実施 実施 企画財政課
関係課

実施 　本町単独では検討していないが、引き続き、築上東部３町村任意合併
協議会の基本構想において土地利用のゾーニングを協議した。今後も
合併協議の中で新しい土地利用計画を検討する。

13年度 14年度 15年度

２　組織・機構関係 （１）時代に即応した総合的、機能的な組織・機構の見直し

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
定員適正化計画
の見直し、計画
の推進

　計画の見直し、推進を行い、定員
管理のより一層の適正化を図る。

実施 総務課 実施 　定員適正化計画は平成13年度に見直しを行い、従来の定数81名の職
員体制を維持することとした。平成15年度は、職員１名が退職するが、
平成16年度中の合併を目標に協議を進めているため、採用を見送った。
事務量は増加しているが、サービスが低下しないよう、適材適所の配置
により対応していく。

2継
続
定員管理の状況、
数値目標の公表
の継続

　定員適正化計画の目標数値や定
員管理の状況を「広報よしとみ」で
引き続き毎年1回公表する。

実施 実施 実施 総務課 実施 　平成10年度から実施している。平成15年度については、町の財政状況
と併せて、11月号の広報よしとみで公表した。

13年度 14年度 15年度

３　定員及び給与関係 （１）定員管理の適正化

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
職員の給与状況
の公表の継続

　職員の給与状況を「広報よしと
み」で引き続き毎年１回公表する。

実施 実施 実施 総務課 実施 　平成10年度から実施している。平成15年度については、職員定員管理
の状況と併せて、11月号の広報よしとみで公表した。

13年度 14年度 15年度

３　定員及び給与関係 （２）給与の適正化

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1新 職員パソコン研
修の実施

　職員の情報リテラシー（活用能
力）の向上を図るため、専門講師を
雇い、全職員を対象に研修を実施
する。

初級
研修
100
㌫
全職員

中級
研修
100
㌫
全職員

総務課 完了 　平成14年度は、庁内ＬＡＮの構築に伴い、グループウェアとインター
ネットメールの研修を実施した。参加実績は、特別職を含め対象者80名
中74名の92.5％であった。

13年度 14年度 15年度

４　職員の育成・確保 （１）人材育成の推進
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番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
応接マニュアル
の推進管理

　平成12年２月に配布した「応接
マニュアル」の推進状況を各課ご
とに点検し、徹底に努める。

実施 実施 実施 全課 実施 　日々各課において活用し、親切でわかり易い対応を推進している。ま
た、平成14年度に全職員に配布したビジネスマナー集により接客にお
けるマナーの改善に努めている。

2継
続
総合的サービス
提供体制の推進

　窓口業務については、関係課の
連携のもと、職員が他課の窓口に
出向き対応するなど、住民の立場
に立ったサービスを引き続き推進
する。

実施 実施 実施 全課 実施 　住民票の移動の際、税務課、健康福祉課との連携はもとより、上水道
の届出については、職員が2階から降り、住民課窓口で対応し、また、防
災行政無線の届出についても、総務課職員が住民課窓口に出向くなど、
各課連携のもと、住民の立場に立った行政サービスを推進している。　
　また、来客には、職員が率先して声をかけるなど、常に住民サービス
の向上に努めている。

13年度 14年度 15年度

５　行政の情報化の推進等による行政サービスの向上関係 （１）窓口における対応の改善と行政サービスの総合化

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
ホームページの
内容の充実

　平成９年７月に開設した町ホー
ムページの情報の充実に努める。

実施 実施 実施 企画財政課 実施 　引き続き、「くらしのガイド」や広報よしとみの掲載など、町の情報提
供に努めている。なお、平成16年度中にトップ画面のリニューアル等を
行う予定である。

2

3

新 一課一ホームペ
ージの作成

　吉富町ホームページに各課毎の
コーナーを作成し、業者委託によ
り月１回の更新を行う。

検討 実施 実施 全課 実施 　引き続き、各課のお知らせコーナー「トピックス欄」を利用して、新鮮
な情報提供に努めている。

新 吉富フォーユー
会館パソコン教
室の開設

　地域住民にパソコンやインター
ネットの操作等を学習するためパ
ソコン教室を開設する。

実施 実施 実施 教務課 実施 　平成15年度は、年間14回のパソコン教室を開設し、延べ210人の参加
があった。

13年度 14年度 15年度

５　行政の情報化の推進等による行政サービスの向上関係 （２）インターネットの活用

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
戸籍事務の電算
化

　法務省、県内市町村の状況を勘
案しながら、平成13年度からの運
用を目指す。

実施 住民課 完了 　平成14年１月４日から実施している。

2継
続
総合データバン
ク事業の推進

　平成９年度から５ケ年計画で事
業に着手し、平成13年度が最終年
度となる。これまで、基本検診・各
種予防接種、高齢者等のデータを
管理し、保健事業の推進を図って
きた。今後、これらのデータを医療、
福祉へ活用の幅を広げ、保健・福祉・
医療の連携を強化し、総合的なサ
ービスを展開する。

実施 実施 実施 健康福祉課 実施 　各種検診データや健康情報の蓄積に努め、訪問指導や健康教育の基
礎データとして活用している。今後もデータの蓄積により、個々に対応
した保健指導や有効な保健事業の展開に活用する。

3新 庁内ＬＡＮの構
築

　より効果的な通信ネットワーク
として、データの総合的・横断的活
用を促進し、事務改善を図るため、
運用管理体制を検討しながら、庁
内ＬＡＮを構築する。

検討 実施 総務課 完了 　事務職職員に一人一台パソコンを配備し、役場庁舎、フォーユー会館、
あいあいセンター、幼稚園、保育園を結ぶ庁内ＬＡＮを構築し、平成14
年11月１日から運用している。

13年度 14年度 15年度

５　行政の情報化の推進等による行政サービスの向上関係 （３）情報システムやネットワークの活用

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
行政手続条例の
適正な運用の推
進

　標準処理期間、審査基準等を遵
守し、迅速・公平・透明な行政運営
に努める。また、新たにつくられる
申請・処分には、遅滞なく基準等を
設定し公表する。

実施 実施 実施 総務課
全課

実施 　既存の「申請に対する処分」、「不利益処分」については、基準等の設定
を行っているが、新たにつくられる申請・処分については基準等を設定、
公表している。◎新たに設定した基準・吉富漁港総合グラウンドの設置
及び管理運営に関する条例に基づく基準

13年度 14年度 15年度

６　公正の確保と透明性の向上関係 （１）行政手続の適正化

2新 職員研修の計画
的実施

　職員の意識改革、自己啓発を図
るため、全職員を対象に福岡県職
員研修所主催の一般研修（職層研
修）へ派遣する。

40
㌫
職員数

40
㌫
職員数

20
㌫
職員数

総務課 実施 ◎平成13年度　38％
◎平成14年度　31％
◎平成15年度　33％
　平成15年度の受講実績は28人で全職員の33％であった。業務の都合
上10人の職員が過去３年間に研修に参加できなかったが、16年度に受
講を予定している。

3新 自己啓発チェッ
クシートの活用

　自己啓発チェックシートにより
自己啓発度の自己診断、啓発項目、
課題の認識を図る。

実施 実施 実施 総務課 実施 　気づいたときに「いつでも」そして「何回でも」自己診断できるよう、
庁内ＬＡＮの掲示板に自己啓発チェックシートを登録した。今後は、定
期的にシートの活用を促す。

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
多様な人材の確
保

　専門分野の職種の職員を含めて、
多様な人材の確保に引き続き努め
る。

実施 実施 実施 総務課 未実施 　平成15年度は、職員１名が退職するが、平成16年度中の合併を目標に
協議を進めているため、採用試験は実施しなかった。

13年度 14年度 15年度

４　職員の育成・確保 （２）多様な人材の確保
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番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1新 職員等の旅費に
関する条例の一
部改正

　豊築管内の日当支給を廃止する。実施 総務課 完了 　平成13年4月1日から実施している。

2

3

新 配水有収率の向
上

　町広報等を利用し、漏水情報の
提供を呼びかけることにより、漏
水箇所を早期に発見、修復し有収
率の向上を図る

実施 実施 実施 上下水道
課

実施 　一般家庭における漏水対策として、家庭で判断できる漏水発見方法、
また道路上における漏水の通報を広報よしとみ２月号で住民に協力を
呼びかけた。なお、昨年からの呼びかけにより、本年度は住民からの通
報により６件の漏水箇所を発見・修復した。その結果、深夜配水量が約
１トン／時間減少したことから、この修復による有収率は約0.2％の向
上となった。

新 バランスシート
の作成

　各年度別普通会計バランスシー
を作成し、公表する。

実施 実施 実施 企画財政
課

実施 　平成13年度末普通会計のバランスシートは、平成15年６月号の広報
よしとみで公表した。
　なお、平成１4年度末普通会計のバランスシートも、平成16年６月号
の広報よしとみで公表する予定である。

4継
続
追録図書の再見
直し、図書目録の
作成

　必要性の薄いもの、利用頻度が
低いにも拘わらず数課で保有しい
るものは、追録を停止する。また、
図書目録は、年１回作成する。

実施 実施 実施 全課
総務課

実施 　平成15年度は数課で保有するもの、また必要性の薄くなったもの６
冊の追録図書を停止した。また、図書を全庁的に活用するため、各課で
保有する最新の追録図書目録（第４版）を作成し、全課に配布した。

13年度 14年度 15年度

７　経費の節減合理化等財政の健全化関係 （１）経費全般についての節減合理化と予算の厳正な執行

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1新 納税促進強化月
間の設定

　納期内納付、早期完納を目的と
し、１１月を「納税促進強化月間」
とし、収納率向上を図る

実施 実施 実施 税務課 実施 　平成15年10月から事前準備、11月に重点的に実施した。
　文書による催告を10月下旬に行い、広報や防災無線等で強化月間を
PRし、納期内納付を促すとともに、滞納者の状況に応じた対策を協議し、
電話催告や徴収を実施した。また、本年度新たな試みとして期間中の11
月17日から28日の間の平日19時まで、納税者のための夜間納付窓口、滞
納者への納税相談窓口を開設した。
◎結果
・文書催告　475件、電話対応　231件、徴収対応者　304件
・入金件数　10月24日～30日　129件、11月　214件
・納付約束取り付け件数　123件
・徴収金額　10月24日～30日　2,639,000円、11月　5,504,000円

13年度 14年度 15年度

７　経費の節減合理化等財政の健全化関係　　（２）税収納率の向上等自主財源の確保

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
ふるさとセンター
の有効活用

　駅舎と一体の立地環境を生かし
たふるさとセンターの有効活用を
図るため、広報よしとみを通じて
町内各種サークル、団体に呼びか
け利用を促進する。また、利用者に
対してアンケート調査を実施し、
利用し易い環境に改善する。

実施 産業経済
課

実施 　平成15年度においても４月号の広報よしとみで利用の呼びかけを行
った。また、現在利用している各種サークルの代表者等に利用上の要望
等を求めたが、特になかった。　吉富レディースコーラス部20人（週１回）
　謡曲７人（週１回）　会議等延べ174人（年７回）

2新 よしとみ憩いのや
かたの有効活用

　生涯学習施設として有効的に活
用するため、管理規則等を整備し、
多様なサークル活動の場所として
提供する。

実施 実施 実施

実施 実施

教務課 実施 　陶芸や囲碁の各サークルの活動の場所として、また、完全学校週５日
制対応のカルチャーキッズクラブ事業でも子供陶芸教室、子供囲碁教
室も開催し、体験学習や異世代交流の場として活用している。
◎年間延利用人数　10,505人

13年度 14年度 15年度

８　会館等公共施設関係　　（１）既存施設の有効活用

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
吉富フォーユー
会館の充実と効
率的な活用

　生涯学習の拠点施設として、町
民ニーズに応じた音楽会、講演会
の開催、各世代を考慮した講座、教
室の開設、多様なサークル活動の
場として提供し、尚一層の充実と
効率的運営を図る。また、大ホール
に於いては、平成12年度に音響反
射板を設置したので、本格的な
クラッシクコンサートを開催する。

教務課 実施 　生涯学習施設の拠点として、幅広い学習ニーズに対応するため、学習
機会の提供や情報提供、人材育成事業、国際交流事業など様々な事業を
展開している。また、自主活動グループの学習、活動の場としても利用
されている。
　大ホールでは反響板を使用したコンサートや講演会、ミュージカル、
落語などの町主催の催し物をはじめ、ピアノ、踊り、カラオケの発表会
など広く活用されている。
◎年間延利用者数　44,986人

実施 実施 実施

13年度 14年度 15年度

８　会館等公共施設関係　　（２）公共施設の管理運営の効率化

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
吉富町情報公開
条例の見直し

　国の情報公開法や他の自治体の
情報公開条例、判例等を参考に改
正の必要性を検討し、必要があれ
ば改正する。

実施 総務課 実施 　平成16年４月からLGWAN（総合行政ネットワーク）により、電磁的記録
文書での文書交換が開始される。これにより電磁的記録文書が紙と同
等に扱われることから、平成16年３月議会においてこれらの文書も開
示対象とする一部改正を行った。

2継
続
吉富町個人情報
保護条例の見直
し

　近く法制化される国の個人情報
保護基本法や他の自治体の条例等
を参考に改正の必要性を検討し、
必要があれば改正する。

実施 総務課 実施 　平成15年５月に国の個人情報保護関連５法が公布された。今回の法
改正で職員等に対する罰則規定（刑事罰）が設けられたことに伴い、本
町条例も法律の趣旨に沿って、刑事罰の規定を設ける改正条例案を作
成し、検察庁、福岡県と協議をしている。（３月末現在）

3継
続
吉富町文書整理
保存規程の改正

　本格的な情報公開時代の到来、
行政の情報化の進展に伴い、行政
文書ファイル管理システムの整備
を検討し、これに対応した規程の
改正を行う。

検討 実施 総務課 実施 　平成16年４月からLGWAN（総合行政ネットワーク）により、電磁的記録
文書での文書交換が開始される。これにより電磁的記録文書が紙と同
等に扱われることから、吉富町文書整理保存規程を一部改正するとと
もに、LGWAN文書の処理に関する規程を新たに制定した。

13年度 14年度 15年度

６　公正の確保と透明性の向上関係 （２）情報公開の推進
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4新 吉富駅駐輪場の
適正利用

　学校、警察署と連携を図り、所有
者等に引き取りを要請、応じない
場合は処分ができるよう条例等の
整備を図る。

検討 実施 産業経済課 実施 　吉富町自転車等の駐車場の設置及び管理運営に関する条例に基づき、
吉富駅駐輪場の放置自転車の処分を9月から11月にかけて行った。
・処分台数17台

5

6

新 吉富駅駐車場の
適正利用

　吉富駅駐車場利用者のうち、切
符を購入せずに駐車場だけを利用
している人の実態を把握し、吉富
駅での切符購入を促進し、応じな
い場合は駐車場の利用を断る等の
対策を講じる。

実
態
調
査

実施 産業経済課 実施 　昨年に引き続き駐車場の利用調査を行い、駅の張り紙、駐車場内の掲
示板等で切符購入を促進した。

継
続
吉富漁港の遊漁
船係留場所の指
定と占用料の徴
収

　漁業協同組合と係留場所の指定
について協議を行い、遊漁船の係
留場所を指定した上で、吉富漁港
管理条例の一部を改正し、占用料
等を徴収する。

実施 実施 実施 建設課 完了 　平成13年８月１日から実施している。
◎平成15年度末現在
　　漁港施設使用許可件数　41艘
　　漁港用地占用許可件数　 ６件

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
公共工事コスト
縮減の推進

　国県の公共工事コスト縮減対策
に関する行動計画を準用し、関係
課と調整を図り工事コスト縮減に
努める。

実施 実施 実施 建設課 実施 　引き続き、個々の工事案件ごとに、その都度関係課と調整を図り、コ
スト縮減に努めている。本年度は、道路改良工事において、掘削土の再
利用を図った。

2継
続
下水道工事のコ
スト縮減の推進

　引き続き、管渠埋設深、管径、マ
ンホール間隔等の見直しを行いコ
スト縮減に取り組む。

実施 実施 実施 上下水道課 実施 　引き続き、管渠埋設深、管経、マンホール間隔等の見直しを実施して
いる。

13年度 14年度 15年度

９　公共工事関係 （１）公共工事のコスト縮減

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
工事履行保証制
度の導入

　近隣の市町村の実施状況の把握
を行い、実施について検討する。

検討 検討 検討 建設課 完了 　平成14年４月１日から実施している。

2継
続
入札予定価格の
一部事後公表

　平成13年度事業から予定価格５
千万円以上について実施する。

実施 実施 実施 建設課 完了 　平成14年２月１日から６ヶ月間、入札に付される予定価格が130万円
を超える工事等の予定価格の事前公表を試行した。この試行で、特に問
題がなかったので、平成14年８月１日から正式に実施した。

3継
続
一般競争入札、
制限付一般競争
入札の施行

　導入の必要性がとぼしく今後に
ついては、一般競争入札の必要な
大型、特殊事業等の場合は、その都
度検討する。

検討 検討 検討 建設課 実施 　平成15年度は、該当する大型、特殊工事がなく一般競争入札は実施し
なかった。

13年度 14年度 15年度

９　公共工事関係 （２）公共工事の入札手続の改善

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1新 広域行政の効率
的運営

　広域的共同処理事業において、
費用対効果を常に見据え、一部事
務組合の効率的運営を図る。

実施 実施 実施 企画財政課
関係課

実施 　引き続き、所管課において、費用対効果を常に見据え、効率的な
運営を目指している。

13年度 14年度 15年度

10　広域行政関係 （１）広域的な行政体制の強化

番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1継
続
行政改革推進委
員会による点検
の継続

　行政改革実施状況について、引
き続き毎年１回行政改革推進委員
会により点検・評価を行う。

実施 実施 実施 総務課 実施 　毎年、年度末に実施し、点検評価を受けている。

2継
続
住民への公表の
継続

　行政改革実施状況について、引
き続き毎年１回広報よしとみで公
表する。

実施 実施 実施 総務課 実施 　平成16年５月号広報よしとみで公表する。

13年度 14年度 15年度

11　行政改革推進状況の公表

2継
続
吉富あいあいセ
ターの充実と有
効的な活用

　各種検診・健康教育等の充実、健
康づくり自主組織グループ、子育
てグループの活動促進のための柔
軟な運用を図り、健康づくり、介護
予防及び子育て支援の拠点施設と
して有効的に活用する。

健康福祉
課

実施 　各種健診、健康相談、健康教育、介護予防、機能訓練等を実施するとと
もに、健康づくり、子育て支援などの町民の自主的な保健活動の拠点と
して有効的な活用に努めた。
　また、精神保健業務として、心の健康づくり、教育相談、精神障害者居
宅生活支援事業も行っており、障害者などを含めた総合的な保健・医療
の中核施設としての役割を担っている。
　食進会(月1,2回）　命の貯蓄体操（週1回）　フォークダンス（週1回）
　いきいきビューティークラブ運動実習（月２回）
◎年間延利用者数　6,794人

3継
続
ボランティアの
協力による漁港
清掃活動の推進

　漁港内の清掃については、海の
日等に漁業関係者を含めた町民ボ
ランティアの働きかけを行う。　
海の日の７月20日に関係課で連携
を図りながら、吉富海岸と吉富漁
港の清掃活動を引き続き行う。

実施 実施 実施

実施 実施 実施

住民課
産業経済
課
建設課

実施 　毎年、７月の海の日に、住民課、産業経済課、建設課で調整を図りなが
ら、漁業関係者、遊漁船所有者、町内土木業者などボランティアで吉富
海岸と吉富漁港の清掃活動を実施している。また、教務課とも連携を図
り、青少年健全育成の一環として、各子供会に参加を呼びかけ、小学校
及びその保護者も清掃活動に参加した。
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番

号

新継

区分
項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管 実施区分 進捗状況

実施計画

1新 情報公開制度の
確立

　吉富町情報公開条例を一部改正
し、実施機関に議会を加える。

検討 実施 議会事務局 完了 　平成15年４月から実施している。

13年度 14年度 15年度

１　議会の機能強化、組織・運営の合理化

第２　地方議会について

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

1 新規 口座振替のフロッピーディスク化 　事務処理の効率化を図るため、金融機関との口座振替業務
をＦＤ（フロッピーディスク）化する。また、経費節減を図る
ため、口座振替済領収書を廃止する。

税務課 協議 実施

2 新規 町外保育所入所者現年分と過年度分
保育料の口座振替の推進

　町外保育所入所者の現年分保育料と過年度分（滞納繰越分）
のみについて、事務の軽減・合理化、収納率向上に向けて、口
座振替を推進する。

健康福祉課 20％ 25％ 30％

3 継続 町税口座振替の推進 　収納率向上に向けて、引き続き口座振替を推進する。 税務課
健康福祉課

35％
50％

38％
55％

40％
60％

4 継続 住宅料口座振替の推進 　収納率向上に向けて、引き続き口座振替を推進する。 健康福祉課 55％ 57％ 60％

5 新規 小学校と中学校の連携強化 　小学校と中学校の連携を密にし、教育に関する情報交換及
び情報の共有化により、更なる教育の充実を推進する。教師
間交流や児童生徒間交流を行い体験入学・学校訪問を計画的
に実施する。
　また、地域の教育力を活用した教育を推進するため、広報
に学校紹介等を年２回以上掲載し、地域住民の協力と理解を
求め、地域に密着した学校運営に努める。

教務課 検討 実施 実施

6 継続 幼稚園と保育園の連携強化 　幼稚園・保育園職員の合同研修を実施し、幼保の連携のあ
り方を研究し、就学前教育の充実を図る。また、町内公立・私
立保育園の職員合同研修会を実施し、交流を図る。　更に、体
験入園等を実施し、幼稚園児・保育園児の交流、保護者の交流
を行う。子育て支援の一環として保護者を対象に講演会等を
幼・保合同で開催する。

健康福祉課
教務課

実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

１　事務事業の見直し関係 （１）事務事業の整理合理化

第３次吉富町行政改革実施計画

第３次吉富町行政改革実施計画第３次吉富町行政改革実施計画第３次吉富町行政改革実施計画

はじめに
　今、我が国は、本格的な少子・高齢社会、情報通信技術の飛躍的発展、環境問題に伴う循環型社会や男女共同参画

社会の構築などあらゆる分野で急激な変化を続けています。また、国と地方の関係は、機関委任事務制度の廃止、市

町村合併の推進、「三位一体」の地方財政改革と歴史的な変革期に入り、地方の真の行政力が問われています。

　このような中、本町は平成10年12月に新たな行政改革大綱を策定し、この大綱に基づく、第１次実施計画（平成10

年度から平成12年度）、第２次実施計画（平成13年度から平成15年度）と６箇年度にわたり、積極的に行財政改革に

取り組み、第２次実施計画の計画期間が終了する今年度において、目標に掲げた項目も概ね達成できたところです。

　しかし、この時代の潮流に適切かつ柔軟に対応するためには、行政全般について、自ら目標を設定し、実行し、点

検を実施することにより、計画的に行財政改革に取り組み、体質を強化していかなければなりません。

　そこで、吉富町行政改革大綱を継続して推進し、また新たな目標に向かい努力するため、ここに第３次吉富町行

政改革実施計画（平成16年度から平成18年度までの３箇年計画）を策定しました。この計画に基づき行政改革を推

進し、町民の期待と信頼に応えられる町政の実現を目指します。

計画実施に当たっての基本的事項

１　行政改革は、組織や職員のための改革ではなく、あくまでも町民のための改革であるという認識のもと、職員

　　一人ひとりが努力し、確実に実行します。

２　築上東部三町村の合併が本計画期間中に成立した場合、本計画をそのまま引き継ぐことはできませんが、新町

　　における行政改革の礎とする心構えで、合併にとらわれず、本計画を実行します。

平成16年３月25日策定
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7 新規 スポーツ振興のための環境づくり 　地域の誰もが年齢、興味、関心、技術、技能レベルなどに応
じて自由に参加できるスポーツクラブの設置を目指し、その
環境づくりを推進する。
一）自主的スポーツクラブの育成
二）小・中学校のスポーツクラブの連携
三）ニュースポーツの導入
四）新規スポーツ大会の開催
五）スポーツキッズクラブ事業の充実

教務課 検討 実施 実施

8 新規 水洗化率の向上 　下水道の供用開始に伴い、地元説明会の開催や広報・お知
らせ等で水洗化を呼びかけることにより、水洗化率の向上を
図る。
　水洗化率の目標としては、供用開始後３年で100％を目標
とする。

上下水道課 実施 実施 100%

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

9 継続 押印廃止の推進 　申請書の押印は、可能な限り廃止する。 全課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

１　事務事業の見直し関係 （２）規制緩和の推進

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

10 継続 補助金実績報告書の提出の義務化 　補助金及び助成金については、補助事業者等から事業の成
果、経費の支出等の実績報告の提出を引き続き義務付ける。

全課 実施 実施 実施

11 継続 サンセット方式の導入の推進 　創設される補助金については、補助が長期にわたることで
惰性化、既得権化しないように終期を設けるサンセット方式
の導入に努める。

全課 実施 実施 実施

12 新規 吉富町古紙安定回収事業補助金の廃
止

　古紙の回収事業補助金は、平成16年度は停止し、古紙の価
格変動を勘案しつつ、平成17年度に廃止する。

住民課 停止 廃止

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

１　事務事業の見直し関係 （３）補助金の整理合理化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

13 継続 総合調整会議の開催 　行政運営の総合性、機動性を発揮するため、各課横断的な
事業については、各課からの依頼に応じて随時開催する。

企画財政課
関係課

実施 実施 実施

14 継続 土地利用計画の検討 　関係課で庁内プロジェクトチームを設置し、総合的な土地
利用計画を、引き続き検討する。

企画財政課
関係課

実施 実施 実施

15 新規 各種審議会への女性委員の登用 　男女共同参画社会の形成に向けて審議会への女性委員の
登用を積極的に行う。

全課
総務課

10%
(33人)

11％(37
人)

12％(40
人)

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

２　組織・機構関係 （１）時代に即応した総合的、機能的な組織・機構の見直し

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

16 継続 定員適正化計画の推進 　多様化する住民ニーズに応じて増大する業務を的確に果
たすため、安易に職員増を行うことなく、スクラップアンド
ビルドを基本とし、配置転換等による効率的な業務執行体制
の確立を図る。

総務課 81人
職員数

81人
職員数

81人
職員数

17 継続 定員管理の状況、数値目標の公表 　定員適正化計画の目標数値や定員管理の状況を「広報よし
とみ」で年１回、引き続き公表する。

総務課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

３　定員及び給与関係 （１）定員管理の適正化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

18 継続 職員の給与状況の公表 　職員給与の状況を「広報よしとみ」で年１回、引き続き公表
する。

総務課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

３　定員及び給与関係 （２）給与の適正化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

19 継続 職員研修の計画的実施 　職員の意識改革、自己啓発を図るため、引き続き、全職員を
計画的に福岡県職員研修所主催の研修に派遣する。

総務課 20％
職員数

40％
職員数

40％
職員数

20 継続 自己啓発チェックシートの活用 　自分自身を知り、自己啓発の必要性を把握するため、引き
続き、自己啓発チェックシートの活用を推進する。

全課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

４　職員の育成・確保 （１）人材育成の推進
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番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

21 継続 多様な人材の確保 　専門分野の職種の職員を含めて、多様な人材の確保に引き
続き努める。

総務課 欠員が生じた場合に必要に
応じて採用する。

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

４　職員の育成・確保 （２）多様な人材の確保

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

22 継続 応接マニュアルの配布 　応接マニュアルを新たに作成、配布し、住民への適切な対
応を徹底する。

全課
総務課

実施 実施 実施

23 継続 総合的サービス提供体制の推進 　窓口業務については、関係課の連携のもと、職員が他課の
窓口に出向き対応するなど、住民の立場に立ったサービスを
引き続き推進する。　また、来客には職員が率先して声をか
けるなど、常に住民サービスの向上に努める。

全課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

５　行政の情報化の推進等による行政サービスの向上関係 （１）窓口における対応の改善と行政サービスの総合化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

24 継続 ホームページの内容の充実 　町ホームページの内容の充実を努め、常に新鮮な情報を提
供する。

企画財政課 実施 実施 実施

25 継続 吉富フォーユー会館パソコン教室の
開設

　住民がパソコンやインターネットを活用できる能力を効
率的に取得できることを支援するためパソコン教室を継続
して開設する。

教務課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

５　行政の情報化の推進等による行政サービスの向上関係 （２）インターネットの活用

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

26 新規 地域イントラネットの構築 　役場、フォーユー会館、小学校、中学校など、町内の公共施
設を専用の高速光ファイバー回線によるネットワークで接
続する。また、各所に街頭端末を設置し、住民が手軽に情報を
入手できる環境を整備する。

企画財政課 検討 検討 実施

27 新規 統合型ＧＩＳ（地理情報システム）の
導入

　現在所管課において、それぞれが保有している各種地理情
報を電子化し、統一化したシステムとして構築することによ
り、庁内全体での相互活用を可能とする統合型ＧＩＳを導入
する。

企画財政課
税務課
関係課

検討 検討 実施

28 新規 文書管理システムの導入 　現在、紙による管理で散在している文書情報を統一し、電
子データとして保存、管理を行う文書管理システムを導入す
る。

総務課 検討 実施

29 新規 電子決裁システムの導入 　ＬＧＷＡＮによる電子データによる文書交換や文書管理
システムの導入に伴い、これらの電子文書については、庁内
ＬＡＮを活用して、電子データのままで決裁を行う電子決裁
システムを段階的に導入する。

総務課 検討 一部事務
で実施

対象事務
の拡大

30 継続 総合データバンク事業の推進 　平成９年度から13年度までの５ヵ年事業で整備した。これ
までの基本健診、各種予防接種、高齢者等のデータを管理し、
保健事業の推進を図ってきた。今後もこれらのデータを医療・
福祉へと活用の幅を広げ、保健・福祉・医療の連携を強化し、
総合的なサービスを展開する。

健康福祉課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

５　行政の情報化の推進等による行政サービスの向上関係 （３）情報システムやネットワークの活用

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

31 継続 行政手続条例の適正な運用の推進 　標準処理期間、審査基準等を遵守し、迅速・公平・透明な行
政運営に努める。また、新たにつくられる申請・処分には、遅
滞なく基準等を設定し公表する。

全課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

６　公正の確保と透明性の向上関係 （１）行政手続きの適正化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

32 継続 吉富町情報公開条例の見直し 　国の情報公開法や他の自治体の情報公開条例、判例等を参
考に、常に改正の必要性を検討し、必要があれば改正する。

総務課 実施 実施 実施

33 継続 吉富町個人情報保護条例の見直し 　国の個人情報保護法や他の自治体の個人情報保護条例、判
例等を参考に、常に改正の必要性を検討し、必要があれば改
正する。

総務課 実施 実施 実施

34 新規 文書管理規程の制定 　電子データによる文書交換、電子決裁システム、文書管理
システムの導入に伴い、文書の収受、回付、決裁、管理までの
取扱いを明確にする。

総務課 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

６　公正の確保と透明性の向上関係 　　
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番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

35 継続 配水有収率の向上 　町広報等を利用し、漏水情報の提供を呼びかけることによ
り、漏水箇所の早期発見、修復し有収率の向上を図る。また、
簡単な宅内漏水の発見方法も併せて掲載する。

上下水道課 実施 実施 実施

36 継続 バランスシートの作成 　普通会計のバランスシートを作成し、「広報よしとみ」で、
引き続き、年１回公表する。

企画財政課 実施 実施 実施

37 継続 追録図書目録の作成 　追録図書を全庁的に活用するため、年１回、追録図書目録
を作成する。また、必要性の薄くなったもの、利用頻度が低い
にもかかわらず数課で保有しているものは、追録を停止する。

全課
総務課

実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

７　経費の節減合理化等財政の健全化関係 （１）経費全般についての節減合理化と予算の厳正な執行

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

40 継続 ふるさとセンターの有効活用 　駅舎と一体の立地環境を生かしたふるさとセンターの有
効活用を図るため、「広報よしとみ」を通じて町内各サークル、
団体に呼びかけ利用を促進する。

産業経済課 実施 実施 実施

41 継続 よしとみ憩いのやかたの有効活用 　各サークル活動や子ども体験活動の場として継続して有
効活用・利用促進に努める。また、異世代交流の場としても有
効的に活用する。

教務課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

８　会館等公共施設関係 （１）既存施設の有効活用

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

38 継続 納税促進強化月間の設定 　納期内納付、早期完納を目的とし、11月を「納税促進強化月
間」とし、収納率向上に努める。

税務課 実施 実施 実施

39 新規 滞納整理業務の電算化 　税の滞納整理業務を電算化し、滞納者の収納管理を強化す
る。

税務課 検討 検討 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

７　経費の節減合理化等財政の健全化関係 （２）税収能率の向上等自主財源の確保

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

42 新規 町有地内の放置自動車発生防止・適正
処理条例の制定

　町有地内における放置自動車の発生防止及び適正処理が
可能な条例等の整備を図る。

企画財政課
住民課
産業経済課
建設課

実施

43 継続 吉富フォーユー会館の充実と効率的
な活用

　生涯学習の拠点施設として、住民のニーズに対応した学習
講座や教室を開設し、また、文化・芸術に親しむ機会の提供の
場として、コンサート・講演会等を開催し、更なる有効かつ効
率的な活用に努める。

教務課 実施 実施 実施

44 継続 吉富あいあいセンターの充実と有効
的な活用

　各種検診、健康教育等の充実、健康づくり自主組織グループ、
子育てグループの活動促進のための柔軟な運用を図り、健康
づくり、介護予防及び子育て支援の拠点施設として有効的に
活用する。

健康福祉課 実施 実施 実施

45 継続 ボランティアの協力による漁港清掃
活動の推進

　毎年７月の海の日に関係課で連携を図りながら、町民ボラ
ンティアに働きかけを行い、吉富漁港と吉富海岸の清掃活動
を行う。

住民課
産業経済課
建設課

実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

８　会館等公共施設関係 （２）公共施設の管理運営の効率化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

46 継続 公共工事コスト縮減の推進 　国県の公共工事コスト縮減対策に関する行動計画を準用し、
関係課と調整を図り工事コスト縮減に努める。

建設課 実施 実施 実施

47 継続 下水道工事のコスト縮減の推進 　設計基準、構造基準及び指針等の改定が行われた場合は、
速やかに設計に反映させ、引き続き、コスト縮減を図る。

上下水道課 実施 実施 実施

48 新規 上水道工事のコスト縮減の推進 　町道に敷設する水道管の埋設深を見直し、コスト縮減を図
る。
　現況　　1.2ｍ～1.0ｍ
　見直し　0.8ｍ～0.6ｍ

上下水道課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

９　公共工事関係 （１）公共工事のコスト縮減

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

49 継続 制限付一般競争入札の導入審査 　制限付一般競争入札の必要な大型、特殊事業等については、
事業案件ごとに審査を行う。

建設課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

９　公共工事関係 （２）公共工事の入札手続の改善



16

▼
使
用
期
間
及
び
時
間

　
　
５
月
・
９
月
・
　
月

　
　
　
時
～
　
時

　
　
６
月
・
７
月
・
８
月

　
　
　
時
　
分
～
　
時
　
分

▼
使
用
料
金

　
　
Ａ
コ
ー
ト
使
用

　
　
野
　
球
…
…
６
、
０
０
０
円

　
　
ソ
フ
ト
…
…
４
、
０
０
０
円

　
　
Ａ
・
Ｂ
コ
ー
ト
同
時
使
用

　
　
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
み
）

　
　
Ａ
コ
ー
ト
…
４
、
０
０
０
円

　
　
Ｂ
コ
ー
ト
…
３
、
０
０
０
円

▼
申
し
込
み
先

　
吉
富
町
教
育
委
員
会

　
　
０
９
７
９
・
２
２
・
１
９
４
４

吉
富
中
学
校

ナ
イ
タ
ー
の

使
用
を
開
始

し
ま
す
！

（1）

10

（1）（2） （2）
1919

30

21

30

21

戦没者追悼式のお知らせ

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

50 継続 広域行政の効率的運営 　広域的共同処理事業において、費用対効果を常に見据え、
一部事務組合の効率的運営を図る。

全課

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

10　広域行政関係 （１）広域的な行政体制の強化

番号 新継
区分

項　　　　目 実　　施　　概　　要 所　管

52 継続 行政改革推進委員会による点検 　行政改革の実施状況について、引き続き、毎年１回、行政改
革推進委員会により点検・評価を行う。

総務課 実施 実施 実施

実施 実施 実施

51 新規 建設副産物の広域的利用の促進 　建設工事に伴い発生する土等の建設副産物を豊前土木事
務所と管内市町村で連絡調整し、管内工事において再生資源
として有効利用する。

建設課 実施 実施 実施

53 継続 行政改革実施状況の公表 　行政改革の実施状況について、引き続き、毎年１回、「広報
よしとみ」で公表する。

総務課 実施 実施 実施

実　　施　　計　　画

16年度 17年度 18年度

12　行政改革推進状況の公表

戦没者追悼式のお知らせ
　先の大戦における戦没者の方々に追悼の誠を捧げるとともに、平和を祈念するため、下記戦没者追悼式の
参列者を募集いたします。

名　称 福岡県戦没者追悼式 全国戦没者追悼式 沖縄地域戦没者追悼式

主　催 福　岡　県 国（厚生労働省） 福　岡　県

期　間 8月15日
（当日のみ）

8月14日から8月15日
（2日間）

平成17年１月27日から
1月28日まで（2日間）

場　所 福岡武道館
於：福岡市中央区

日本武道館
於：東京都

沖縄県摩文仁ヶ丘
「福岡の慰霊の塔」前

於：沖縄県

参加人員 900人（他来賓200人） 90人 30人

参加資格 　先の大戦における福岡県出身
の戦没者及び一般戦災死没者の
配偶者、三親等以内の血族及び
一親等の姻族の者

①先の大戦における戦没者及び
一般戦災死没者の配偶者、子、
父母、兄弟姉妹で本県に6ヶ月
以上居住している者

②過去に参加したことのない者

③全行程に十分耐えられる体力
を有し、団体行動がとれる者

①先の大戦における沖縄地域で
の本県出身戦没者の配偶者、
子、父母、兄弟姉妹で本県に
在住する者

②過去に参加したことのない者

③全行程に十分耐えられる体力
を有し、団体行動がとれる者

参加費等 無　料
（会場までの交通費は自己負担）

旅費の一部を補助し、
差額は本人の負担

旅費の一部を補助し、
差額は本人の負担

県への
提出期限 7月9日 6月10日 10月29日

問い合わせ先：役場健康福祉課　　　　　　0979-24-1123
　　　　　　　又は福岡県国保・援護課　　092-643-3301
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わがまち・ふるさと
トピックス吉富町行政改革推進委員会の

答申書が提出されました
吉富町行政改革推進委員会の
答申書が提出されました
吉富町行政改革推進委員会の
答申書が提出されました
　吉富町行政改革推進委員会は、町長から答申された第３次吉富町行政改革実施

計画の策定について審議し、３月23日に守口博文会長が中家町長に答申書を提出

しました。

　この答申書に基づき、吉富町では第３次吉富町行政改革実施計画を策定しまし

た。（第３次計画の内容は、12～16ページに掲載しています。）

コミュニティーホールの
使用についてのお知らせ
　ふるさとセンター（吉富駅）内に住民

の交流、学習及び物産等の展示の場とし

て、コミュニティーホールが設置されて

います。

　現在は、数グループが使用しています

が、他に使用希望があれば申し込みをし

てください。

　問い合わせ先　役場産業経済課

　　　　　　　　　24‐4072

自治会名 氏　　　名 戸　数

幸子上 瀬　口　勝　美 １５５

幸子古 池　田　敏　晴 １４８

幸子団地 山　本　定　生 ５０

別府 太　田　雅　司 １７６

楡生 樋　口　　　翌 ５３

鈴熊 尾　坐　　　巖 ７７

今吉上 末　永　啓　治 １２７

今吉下 横　川　光　男 １２８

土屋 土　屋　浩　一 １５９

直江 是　木　輝　義 ２３７

界木 於　久　照　次 １３０

和井田 野　依　晃　一 ２０５

広津上 中　川　昌　之 １６５

広津下 川　端　行　雄 ７１

昭和 大　石　俊　彦 １２２

小犬丸上 守　口　信　義 １３４

小犬丸下 正　路　久四郎 １４１

喜連島上 佐　藤　素　直 １５４

喜連島下 南　　　廣　見 １４９

高浜 中　山　梯　治 １２５

平成16年度 自治会長名簿

副会長

幹事

副会長（会計）

幹事

幹事

会計

中
家
町
長
に
答
申
書
を

手
渡
す
守
口
会
長
（
左
）

▼

　
広
報
よ
し
と
み
４
月
号
の
、
口
座
振
替
の

チ
ラ
シ
で
『
国
民
健
康
保
険
税
（
７
期
）
』

の
納
付
期
限
が
平
成
16
年
12
月
１
日
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
平
成
16
年
11
月
30
日
の
誤
り

で
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

お詫びと訂正
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ピンクのカーネーションと桜と白いメッシュ
という織物で飾った結婚式場の入口

国際交流員 ハイディ・チュンの Vol.9

文化情報

吉富町の皆さん、こんにちは！Happy Month of May!

　先月シアトルに住んでいる私の友達の結婚式に参列するために、一週間程帰国しました。アメリカの結婚式

と日本の結婚式を比べると違うところがたくさんあると思いますので、今月の広報に「アメリカ人の婚約の方

法や結婚式について」ちょっと紹介します。

　「プロポーズする」を英語で言うと"to propose"という言葉は皆さんよくご存知と思いますが、実は、もう一

つよく使う表現があります。"Pop the question"という表現を聞いたことがありますか。"Pop"というのは「ひ

ょいと出る」、「急に現れる」という意味で、"question"というのは"Will you marry me?"、「私と結婚してくれ

ませんか」という質問のことです。つまり、相手が予期しなかった場所と期待しなかった時に、恋人にプロポー

ズすると言う意味です。アメリカでは、プロポーズする人はだいたい男性ですが、最近女性から逆にプロポー

ズすることも増えています。男性からでも女性からでもプロポーズする時、必ずロマンチックな場所を探して、

相手が予期しない時急にひざまずいてダイヤの指輪を出して、"Will you marry me?"と尋ねます。さらに、プ

ロポーズする時は、相手を感激させるため、野球場の大きな画面からプロポーズするとか、高いお金を使って

高級レストランにリムジンで恋人を連れて行ってそしてプロポーズするとか、珍しい場所や方法を使ってプ

ロポーズする人もたくさんいます。私の友達は海まで彼女を連れて行って、自分が書いた歌を歌いながら彼女

にプロポーズしました。そして、彼女は涙ぐんでYESと答えました。いいな～！

　アメリカの結婚式では"Wedding Party"という新郎新婦の両家から結婚式の付添人グループを依頼しなけ

ればなりません。"Wedding Party"と言うのは新婦"Bride"と新郎"Groom"のほかに、結婚式を行う時一緒にス

テージに出る人達ということです。（Wedding Party のpartyは披露宴のことじゃありません。）Wedding Party

のメンバーの新婦付添は"Bridesmaid"と呼ばれ、新郎の付添は"Groomsman"、新婦の付添の中で一番主要な付

添人は"Maid of Honor"といい、新郎の付添の中で一番主要な付添人は"Best Man"と呼ばれます。結婚式で花

を運ぶ付き添いの女の子は"Flower Girl"といい結婚式で指輪を運ぶ付き添いの男の子を"Ring Bearer"とい

う名前です。Wedding Partyの大きさ、つまり結婚式の付添人の人数は新郎新婦が決めます。そうして、結婚式

の付添人になってくれる人達はだいたい新郎新婦の親友や兄弟と姉妹です。その人達は結婚式が始まる時、他

のお客さん達が生演奏やＣＤの音楽を聞きながら新郎新婦を待っている時に、決まった順番に教会の中を祭

壇まで歩いて行って、結婚式が終わるまで新郎新婦と一緒にステージ

にいる大事な任務を持っています。ですから、歩き方や入場の順番を間

違えないように結婚式の前日に必ず２、３時間ぐらいのウェディング・

リハーサルを行います。リハーサルの後、Wedding Partyのグループの

人々は新郎新婦の家族や友達と一緒にリハーサル・ディナーを楽しみ

ます。

　アメリカ人が婚約した後、結婚式までの日数は少なくとも半年から

一年間ぐらいあります。なぜかというと、結婚式をする場所を探したり、

自分が好きなウェディングドレスを買ったり、友達や親戚に送る招待

状を作ったりする、たくさんの重要な準備があるからです。日本では結

婚式専用の式場やホテルがありますが、アメリカでは結婚式場の代わ

りに新郎新婦の所属する教会や自分の好きなチャペルにて行います。

もし、結婚式を夏にすれば、広い公園、大学キャンパスの芝生や、本人が

住んでいる家の裏庭にてアウトドアウェディングをする人もたくさん

います。結婚する場所を見つけたら、どういうふうに飾るか、何の色の

どんな花を使うか、当日の準備も全部結婚する当人達が自分でしなけ

ればいけないことです。アメリカで結婚するのは全て自分達で用意し

なくてはいけないので結構大変ですが、人生で一番幸せな日"Happiest 

day of your life"とよく呼ばれるウェディングデイーのため、皆一生

懸命に準備して、結婚式を楽しみにしています。次回はウェディングプ

レゼントの贈り方、結婚式の費用や結婚披露宴などについてお話します。
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《人権擁護委員の日》

教会の祭壇の前に並んでいる
Wedding Party (結婚式の付添人)

（左から右）３人のBridesmaids、Bride、 Groom、
３人のGroomsmenです。
左から３人目はMaid of Honorで、右から３人目は
Best Manです。
下の子供は指輪を持っているRing Bearerです。

　　　　●日　時　６月１日（火）午前10時から午後３時まで

　　　　●場　所　大平村基幹集落センター

　６月１日は、「人権擁護委員の日」です。あなたの街の身近な相談パートナーである人権擁

護委員が、家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめや差別などの相談に応じます。

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

　なお、人権擁護委員は、いつでも相談を受け付けています。

　当市（町村）の人権擁護委員は、次の方々です。

　　　～　お互いに人権を守って明るい社会をつくることが、
　　　　　　　　　　　　　　　私たち人権擁護委員の願いです　～

【問い合わせ先】　福岡法務局行橋支局（　０９３０‐２２‐０４７６）

《人権擁護委員の日》
「全国一斉特設人権相談所」を開設します

氏　　名 住　　所 電話番号

小　田　健　志 吉富町小犬丸 （0979）23‐2793

野　依　　　環 吉富町広津 （0979）22‐6366

和　才　直　俊 吉富町幸子 （0979）22‐6820

仲宗根　　　稔 吉富町別府 （0979）25‐1838



20

　
　
　
　
　
　
　
（財）
関
門
海
技
協
会

▼
日
時
　
５
月
９
日
（日）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
～
受
付

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
講
習
開
始

▼
開
催
場
所
　
豊
前
市
市
民
会
館

▼
持
参
す
る
も
の
　
①
海
技
免
状
②

　
本
籍
地
記
載
の
住
民
票
１
通
③
写

　
真
２
枚
（
パ
ス
ポ
ー
ト
サ
イ
ズ
・

　
ス
ピ
ー
ド
可
）
④
受
講
料
（
小
型

　
免
状
更
新
講
習
…
８
、
０
０
０
円

　
小
型
免
状
失
効
再
交
付
講
習
…
１

　
３
、
８
９
０
円
）

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　
財
団
法
人
　
関
門
海
技
協
会

　
関
門
海
技
免
許
セ
ン
タ
ー

　
　
０
８
３
２
・
６
６
・
４
０
２
９

海
技
免
状
更
新
講
習

お 知
ら せ

休
日
相
談
医
案
内

月
・
日

地
　
区

病

医

院

名

月
・
日

地
　
区

病

医

院

名

豊
築
休
日
急
患
セ
ン
タ
ー

　
　
　
８
２
・
８
８
２
０

内
科
・
小
児
科

　
　
（
９
時
～
翌
日
６
時
）

歯
　
科

　
　
（
９
時
～
　
時
）

豊
前
市

日
曜
日

祝
　
日

荒
　
堀

〃

新
魚
町

西

内

科

〃

八
　
屋

ぶ
ぜ
ん
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

５
・
30

赤
　
熊

小

林

整

形

外

科

医

院

〃

牛
　
神

宮

田

内

科

〃

沖
代
町

末

宗

内

科

〃

上
如
水

田

尻

外

科

〃

栄
　
町

久

持

ク

リ

ニ

ッ

ク

５
・
16

八
　
屋

八

屋

第

一

診

療

所

６
・
６

八
　
屋

矢

鳴

医

院

17

５
・
23

八
　
屋

渡

辺

整

形

外

科

〃

宮
　
夫

か
わ
し
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

５
・
16

豊
後
町

縄

田

内

科

５
・
９

幸
　
子

佐
本
外
科
整
形
外
科
医
院

〃

上
宮
永

内

尾

整

形

外

科

◆対 象 者　　吉富町在住の20歳上の方
　　　　　　（以前受講した方についても申込みできます
　　　　　　　が、定員を超す場合は初めて受講する方を
　　　　　　　優先させていただきます。）

◆講　　座　　パソコン入門講座
　　　　　　（ウィンドウズ基礎・ワード初級）

◆講座内容　　パソコン電源の切入から簡単なワープロ文
　　　　　　　書の作成まで

◆開催日時　　５月20日（木）・21日（金）
　　　　　　　　午後７時00分～午後9時00分
　　　　　　　　（１日２時間の２日間）

◆場　　所　　吉富フォーユー会館　３階　パソコン教室

◆定　　員　　20名（先着順とします。）

◆受 講 料　　無料（ただし、テキスト代として
　　　　　　　　　　　　　200円必要となります。）

◆申し込み　　吉富町教育委員会
　　　　　　　　　　　　　（吉富フォーユー会館内）
　　　　　　　吉富フォーユー会館窓口にてお申し込みく
　　　　　　　ださい。都合で申し込みに来られない方は、
　　　　　　　電話受付をいたします。

◆申し込み受付期間
　　　　　　　５月６日（木）から５月14日（金）
　　　　　　　午前８時30分から午後５時まで
　　　　　　　　　　　　　（ただし、土日祝日は除く）

◆問い合わせ　吉富町教育委員会まで　　22‐1944

パソコンに触れてみよう!
生涯学習講座「パソコン教室」の
受講生を募集します。

　計量法に基づき２年に1回の計量器（はかり、おも
り、分銅）の定期検査を下記の日時・場所で実施し
ます。役場からの通知書（はがき）を持って必ず受
検してください。なお、検査を受けてない計量器は
取引・証明に使用できませんので、検査日に受検で
きない方は他の市町村での受検となります。尚、今
回の検査にはひょう量が300kg超のものや最小目量等
が6000分の１（非常に大きなものや精度が細かいもの）
は含まれていません、県の職員が個別に訪問する事
になります。
　また、廃業もしくは使用していない場合等につい
ては、事前に役場産業経済課へお問い合わせください。

記
１．持参するもの　はかり、おもり、分銅、
　　　　　　　　　通知書（はがき）

２．検査手数料　　はかり１台　500円～2,200円
　　　　　　　　　おもり、分銅　１個　10円

３．検査日時・場所
　　　検査日：平成16年６月３日（木）
　　　時　間：10：30～12：00
　　　　　　　13：00～15：00
　　　場　所：吉富町体育館前

４．検査機関　福岡県計量検定所

《問い合わせ先》
　　吉富町役場産業経済課　　0979‐24‐4072

計量器定期検査のお知らせ
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20歳から60歳まで40年間納めて将来に備える、あなたを守る制度です。

国民年金の被保険者って？

　国民年金の加入形態は、雇用形態などにより、以下のと

おり３つに分かれています。

　第１号被保険者…学生、自営業者、自由業者、無職など

　第２号被保険者…厚生年金や共済組合の加入者

　第３号被保険者…第２号被保険者である配偶者に扶養さ

　　　　　　　　　れている人

保険料は月額13,300円

国民年金の保険料は、年齢を問わず一律です。

保険料（月額）　13,300円（平成16年度）

第２号被保険者の保険料は、厚生年金や共済組合からまと

めて支払われます。また第３号被保険者の保険料も配偶者

が所属する厚生年金や共済組合が一括負担します。ですか

ら、第２号被保険者・第３号被保険者は、国民年金保険料

を個別に納める必要はありません。

納付はコンビニでもOK!!

国（社会保険庁）から送付される納付書で各金融機関・郵便

局・コンビニエンスストアー（一部取扱いを行っていない

ところがあります）・社会保険事務所などで納めてください。

　○セブンイレブン　○ローソン
　○デイリーヤマザキ（ヤマザキデイリーストア）
　○サークルK　○ファミリーマート　○サンクス
　○ポプラグループ（ポプラ・生活彩家・くらしハウス）
　○am/pm　○スリーエフ　○コミュニティストア　○ココストア
　○セイコーマート（関東・北海道地方のみ）
　※コンビニエンスストアで納付の場合は、納付書発行年月日が平成16年２月１日以前のものは、
　　ご利用できません。

納付は、便利な口座振替で　

　毎月定期的に金融機関の窓口へ行くのは手間なものです。

だから、毎月のカードの引き落としのように、国民年金保

険料も、あなたの金融機関の口座から自動的に振替納付す

ることができます。手続きはカンタン!!下記のものを用意

して、金融機関の窓口へ。

　○預貯金通帳

　○通帳に使用している印鑑

　○国民年金保険料納付書

!!

配偶者である第２号被保険者の勤務先を経由

して届出します。（健康保険の扶養届と第３

号被保険者の届出を同時に行います）

※平成14年４月より市町村役場での受付はで

きなくなりました。

届け出届け出
はカンタンです！！

第３号被保険者の国民年金の届
け出は、「つい、うっかり」が
ないようにしてください。

　会社員の被扶養配偶者は、自分自身
の就職・退職のほか、配偶者の就職・
退職などによっても種別変更などの届
け出手続きが必要です。
　この届け出が遅れたり、忘れたばか
りに将来の年金額が減ったり、受けら
れなくなる場合もあります。
　このようなライフスタイルの変わり
目には、必ず届け出をしてください。

離婚

（吉富町役場）（配偶者の勤務先）

（吉富町役場）（配偶者の勤務先）

（吉富町役場）

（吉富町役場）
（本人の勤務先）

配偶者が脱サラ
して自営業に

再就職

配偶者が別の
会社に転職した 配偶者が

定年退職した

（吉富町役場）

配偶者と
死別した

パート収入が増えて
扶養からはずれた
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　５月から平成16年度の吉富キッズクラブがいよいよ始まり、子供たちの元気な声が町中に溢れます。「こ
ちらキッズ編集局」のコーナーも始まりますし、いろんなイベントも開催する予定にしてますので、皆さん
お楽しみに！

平成16年度の吉富キッズクラブが始まります

平成16年度吉富キッズクラブ実施教室

○スポーツキッズ
　ソフトバレーボール・卓球
　ファミリーバドミントン・ゲートボール

○カルチャーキッズ
　生花・囲碁
　絵画（水墨画・低学年・美術）
　カメラ・茶道・手話・陶芸
　バンド・ブラスバンド

○インターナショナルキッズ…ダンス

○芸能キッズ…神楽

○ファームキッズ

○キッズ編集局

大募集!!
　現在、吉富キッズクラブには町内者を中心に、約90名の

方々に関わって頂いております。

　今後もますます内容を充実させ、子どもたちにたくさん

のいろんな体験をさせてあげたいと思いますので、一緒に

活動していただける方を募集します。種目は問いません。

皆さんの特技と熱意を存分に活かしてください。

～子どもたちと
　　ふれ合ってみませんか？～

※申込・問合せ先
　　吉富フォーユー会館内　吉富町教育委員会
　　吉富キッズクラブ事務局まで
　　　　　　　　　　　　　　　２２‐１９４４

ソフトバレーボール教室を開催
　吉富町体育協会の主催により、ソフトバレーボール教室を開催
しますので、気軽にご参加ください。

■開催日時　5月/19日、26日　6月/2日、9日、16日（各水曜日）
　　　　　　午後7時30分～9時30分

■開催場所　吉富小学校体育館

■対　　象　町在住者

■指 導 者　町体育指導委員

■申込方法　町体育協会事務局（吉富フォーユー会館内、

　　　　　　　23‐5006）まで、お申込ください。

フォーユー会館催し物ご案内

5/16 北隼人歌謡クラブ
10周年記念コンサート

■入場料　2,700円
■時　間　開場／13：00
　　　　　開演／13：15
■問合せ先
　北隼人歌謡クラブ
　　23-2557もしくは23-7584

■入場料　無料
■時　間　開演／18：30
■問合せ先
　東病院 看護部長 中江アキ子
　　22-2219

看護の日講演

日 付 催 し 物 時間・問合せ先

日

5/20
木

慶
　
　
　
弔

香
典
返
し
お
礼
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分

◎
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

火

5/20

機
能
訓
練
Ａ

９
時
30
分
～
13
時

◎
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

木

5/21

健
康
相
談

10
時
～
12
時
◎
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

金

5/25

健
康
相
談

13
時
30
分
～
14
時
30
分

◎
今
吉
公
民
館

火

5/26

健
康
相
談

13
時
30
分
～
14
時
30
分

◎
土
屋
公
民
館

水

5/28

健
康
相
談

10
時
～
12
時
◎
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

金

5/31

介
護
家
族
健
康
相
談

10
時
～
12
時
◎
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

月

あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

医療機関 三種混合 日本脳炎

唐原内科クリニック

　22-0782

中 山 内 科 医 院

　23-5623

東 病 院

　22-2219

佐本外科・整形外科医院

　25-2225

10日（月）・11日（火）・12日（水）・14日（金）

13：30～15：00／17：00～18：00

11日（火）・12日（水）・14日（金）

14：00～17：30

10日（月）・11日（火）・13日（木）・14日（金）

14：00～17：30

10日（月）・11日（火）・12日（水）・14日（金）

24日（月）・25日（火）・26日（水）・28日（金）

25日（火）・26日（水）・28日（金）

24日（月）・25日（火）・27日（木）・28日（金）

24日（月）・25日（火）・26日（水）・28日（金）

15：00～18：00

生命の貯蓄体操初心者教室の参加者募集!

　気功養生術を基本に考えられた生命の貯蓄体操

は、心身のバランスを調整し、生命の維持作用にか

かわる臓器の機能を高めたり、自然治癒力を高め

るなどの健康づくりに役立つ体操です。

　精神的ストレスが多い方や、腰痛、肩こり、めま

い、不眠などの、現代病に悩んでいる方に是非おす

すめします。

　　　　　　5月17日から12回コースでスタート
　　　　　　毎週月曜日

　　　　　　吉富あいあいセンター

　　　　　　20名（定員になり次第締め切ります）

　　　　　　無料

※タオル持参・体操のできる服装で参加してください。

※問い合わせ・申し込みは、吉富あいあいセンター
　まで　　23‐9900

■日　　時

■場　　所

■定　　員

■参加費用

　仕事や人間関係、子育てや介護などで悩みのあ

る方は、お気軽にご相談ください。

　経験豊かなカウンセラーが対応いたします。

　申し込みは、予約制になりますので、吉富あいあ

いセンター保健師にまずはお電話ください。

　23‐9900　※秘密は堅く守られます

こころの健康相談を
　　　　　　ご利用ください
こころの健康相談を
　　　　　　ご利用ください

三種混合・日本脳炎予防接種日程表

ツベルクリン・BCG接種日程表

ツベルクリン

あいあいセンター

５月19日（水） ５月21日（金）

14：00～14：30 14：00～14：30

BCG

予防接種のお知らせ

★日本脳炎

　日本脳炎はコガタアカイエカという蚊を介して感染する病

気で、人から人へは感染しません。

　感染すると高熱が出て、知能や精神、運動神経に重い障害が

残る場合の多い病気です。ぜひ、予防接種を受けておきましょ

う。

対象児……3歳～4歳児（90ヶ月まで可）小学校4年生

　　　　　中学校3年生

接種時期…◎初めて受ける時は、基礎免疫（初回接種は、1～4

週間隔て2回、翌年に1回追加接種）をつけること

が大切です。

★ツベルクリン・BCG接種

　昔は主要死因のトップだった結核。現在でも新しい患者が

発生しており、結核菌に一番弱い赤ちゃんがかかると重症に

なるおそれがあります。BCG接種で結核を予防しましょう。

対象児……3ヶ月～1歳6ヶ月児（48ヶ月まで可）

接種方法…まず、ツベルクリン反応検査を行い、48時間（2日）

後に判定して陰性の人にBCGの接種を行います。

注意事項…◎接種後、1ヶ月間は他の予防接種は受けられませ

ん。

　　　　　◎当日は、予診票と母子手帳を持参してください。

お問い合わせ先…吉富あいあいセンター保健師

　　　　　　　　　23‐9900


